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菜の花

現在、日本に税務署は524署あります。最も新し
い税務署は平成7年にできた札幌東署と、江戸川署の分割による江戸川北、江戸川南署で、
平成に入って以降この年までは毎年税務署が新設されていましたが、これ以降新設署はあ
りません。なお、昨年7月に沖縄の平良署が宮古島署に名称変更しています。

全国524署で最も新しい税務署は?

国　税／平成20年分所得税の確定申告

2月16日～3月16日

国　税／個人の青色申告の承認申請 3月16日

国　税／贈与税の申告 2月1日～3月16日

国　税／2月分源泉所得税の納付 3月10日

国　税／個人事業者の20年分消費税の確定申告

3月31日

国　税／1月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 3月31日

国　税／7月決算法人の中間申告 3月31日

国　税／4月、7月、10月決算法人の消費税の

中間申告（年3回の場合） 3月31日

地方税／個人の都道府県民税、市町村民税、事業税

（事業所税）の申告 3月16日

（弥生）March

20日・春分の日3月
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◆ 3月の税務と労務
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企業間の取引では、手形
や小切手は必要不可欠のも
のとなっています。最近、
手形取引は以前に比べ減少
してはいますが、小切手と
並んで決済手段として使わ
れています。そこで、小切
手と手形についての概要を
説明します。

【線引小切手】

小切手の表面の上部に斜
めに二本の平行線が引かれ
たものが線引小切手と呼ば
れるものです。平行線の間
には「銀行渡り」「銀行」
「ＢＡＮＫ」などの文字があ
るものが普通ですが、何も
書かれていないものもあり
ます。これらは、一般線引
小切手といいます。
二本線が入っていない小

切手の場合、それを持って
いる人が支払銀行へ持って
いけば、誰でもお金が支払
われます。このため、小切
手が不正に入手された場合
でも簡単に現金に換えてし
まうことができます。とこ
ろが、二本線が入った小切
手の場合、支払銀行は、所
持人から取立を依頼された
銀行、または支払銀行と直
接取引きのある人にしか、
支払われないことになって
います。
つまり、線引小切手を受

取った人は、自分の預金口
座のある銀行に小切手の取

立を依頼しなければならな
いので、支払先が明確にな
り、安全性が確保されるの
です。

【特定線引小切手】

前記と同じ二本線の中に、
特定の銀行名を記入したも
のを特定線引小切手と呼ん
でいます。特定線引小切手
の場合、支払銀行は、そこ
に書かれた銀行にしかお金
の支払ができなくなります
ので、支払われる先はさら
に限定されることになりま
す。
小切手を受取ったら、す

ぐにこのような平行線を引
き、中に自分の取引銀行名
を記入するのが一番安全で、
実務には、この特定線引が
多く用いられています。
線引は振出人がすること

もでき、普通の小切手を受
取った人が、それを線引小
切手に、さらに特定線引小
切手にすることも自由です。

【自己宛小切手】

支払銀行が振出人になっ
ている小切手のことをいい
ます。銀行が自分（銀行）
に対して支払を依頼するの
で「自己宛」というわけで
す。実際に利用する人は、
前もって銀行にお金を払い
込んで、自己宛小切手を作
ってもらいます。「預金小切
手」または、略して「預手

（よて）」ともいいます。自
己宛小切手は銀行が振出人
ですから、間違いなく支払
を受けられるので、多額の
支払を現金でする代わりに
よく用いられます。

【約束手形】

約束手形は、振出人が受
取人に対して満期日に一定
の金額を支払うことを約束
する形式のもので、商取引
における決済手段として広
く利用されています。手形
は、それを受け取った後に、
さらに裏書して他へ譲渡す
ることもできます。しかし、
裏書譲渡すると、万一、振
出人が支払をしなかった場
合、被裏書人に対して支払
い義務を負うことになりま
す。
手形は、その流通性を高

めるために、その効力につ
いては原因関係の効力とは
切り離されます。したがっ
て、いったん手形が振り出
されると、その原因関係が
無効になっても、それによ
っては、手形は何らの影響
も受けず、手形が第三者の
手に渡ったときには、第三
者に対して、振出人として
手形金の支払をしなければ
なりません。そこで、手形
を振り出すときは、現金を
渡すのと同じように、間違
いなく決済できるもののみ
にすることが大切です。

小切手 と 
手形 基礎知識 の 
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公正証書とは

公正証書とは、公務員が
その権限に基づき作成した
証書のことですが、一般的
には、公証人が関係当事者
の依頼を受けて、法律行為
その他私権に関する事実に
ついて作成する証書をいい
ます。

証拠力がある

公正証書には、まず証拠
力があります。私署証書
（私文書）でも証拠力はあり
ますが、私文書ですと当事
者の一方の細工で契約内容
が不正に変えられたり、肝
心の裁判のときに相手が契
約内容を否認したりする危
険性があります。
そうなると、自社が「第

○条は、もとはこうなって
いた。それを相手が勝手に
書き換えた」とか、「第○条
は、互いに納得づくででき
た正式の条項である」とい
うことを立証しなければな
りません。
ところが、公正証書では

そのような危険性もなく、
真正な公文書の推定を受け、
裁判になったときでも極め
て強い証拠力をもっていま
す。また、公正証書の作成
日は確定日付の効力もあり、
契約成立の日がはっきり確
定し、動かすことができな
くなるわけです。

執行力がある

公正証書には、私文書に
はない執行力があります。
もっとも、この執行力はす
べての契約にあるのではな
く、一定の金銭の支払の約
束に限られています。

例えば、ＡがＢに100万円
を貸し付けた場合、Ｂが約
束の期日に支払わないとき、
Ｂに対して有無を言わせず
取り立てることはできませ
ん。
順序としては、まず、口

頭で催告し、次いで配達証
明付の内容証明郵便を発送
します。それでも支払わな
いときは、最後の手段とし
て裁判に移ります。勝訴の
判決があって初めて財産を
差し押さえ、競売すること
ができるのです。

執行力を持たせるには
執行認諾約款を

しかし、金銭消費貸借契
約書を作成するときに、「執
行認諾約款」を取り決めて
公正証書にしておけば、直
ちに強制執行ができること
になります。これが公正証
書のもつ執行力です。

執行認諾約款とは「万一、
Ｂが約束の支払期日に支払
わないときは、直ちに強制
執行を受けても何らの異議
はない」との文言です。こ
の文言を公正証書に入れる
ことによって執行力を持た
せることができるのです。
執行認諾約款付の公正証書
は、裁判所の判決と同様の
効力をもつことになります。
したがって、金銭消費貸借
契約書に活用すれば効果は
大きいと言えます。
なお、債務者や連帯保証

人の財産を強制執行するに
は、公証人役場で執行文の
付与を受けることが必要と
なります。

公正証書の作成手続き

公正証書は次の手順で作
成します。
a 当事者間で契約書を３
通作成し調印する。１通
は案文として公証人に提
出し、２通は公正証書作
成までの保全として各当
事者が保管する。

s 当事者全員が公証人役
場に出頭し、公証人に公
正証書の作成を依頼する。

d 公証人は、前記の書類
などで当事者の資格など
を確認し、当事者が提出
した案文に基づき公正証
書を作成する。

f 公証人は、作成した公
正証書を読み聞かせ、出
頭者は内容確認のうえ証
書に署名捺印する。公正
証書の原本は公証人役場
に保管され、債権者には
その正本が渡され、債務
者には謄本が渡される。

公正証書 
の 

基礎知識 
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金融バブル崩壊と
ビジネススクール

アメリカのビジネススクール在学生た
ちにとっての唯一の関心は就職です。ウ
ォール街からの求人募集はもはや期待で
きない状況です。就職先が見つかるのは
来年の春になると覚悟している学生も多
いようです。
先行きの見通しはきわめて暗いにもか

かわらず、ビジネススクールへの入学希
望者は増加傾向にあります。おそらく、
人員削減で解雇になった者や不況の波の
外に逃れたいと思っている人たちが、進
学を希望しているのでしょう。
そのため競争率が高くなり、トップク

ラスのビジネススクールへの入学は難し
くなっています。
学生にとっては苦悩の時代ですが、世

界各地で開催された入学説明会は昨年よ
りも20％増という盛況。ビジネススクー
ル側では、喜びにあふれているといった
皮肉な状況が続いています。

啓発録（橋本左内の五訓）

昨年好評だったＮＨＫ大河ドラマ「篤姫」
の人気の一つには、日本人が好きな幕末の
背景があるとのことです。
幕末に活躍をした中心人物の一人に橋本

左内がいます。左内が20歳の1853年にペ
リーの黒船が来航し、25歳の時には、日米
修好通商条約が結ばれました。そうした江
戸時代の終わりに日本の将来について広い
視野に立って物事を考え、見通しを持って
行動する優れた人物の一人として活躍をし
たのが左内ですが、26歳で亡くなりました。
左内が15歳にして自分の決意を述べた

「啓発録」では、次の５つの事柄を本気で
実行しなければならないとしています。
第１は去稚心。｢稚心を去る」というこ

とです。「稚心」とは、幼い心、子供じみ
た心のことです。
第２は振気。「気を振う」ということで

す。気とは、決して人には負けないぞと思

う心です。負けることは恥だと考えて、常
に油断なく頑張る気持ちを持たなければな
らないということです。
第３は立志。「志を立てる」ことです。
「志」とは、心の行くところ、つまり自
分の心の向かっていくところにつき進んで
いくことをいいます。
第４は勉学。「学」を「勉める」ことで

す。学とは、習うということです。優れた
立派な人の行動やしぐさをその人に見習っ
ていくことです。
第５は択交友。「交友」とは、自分がお

付き合いする友達のことです。「択ぶ」と
は、たくさんの人の中から、友達にする人
を選び出すことです。
啓発録には、以上５つの事柄について、

例を挙げてとても詳しく書かれています
が、誰もが心に硬く刻みつけておかなけれ
ばならぬことばかりで、わずか15歳の少年
が書いたとは思えず、その頭の鋭さにはた
だただ驚くほかはありません。




